
協議事項１ 筆甫地区自家用有償運送（交通空白地有償運送）の登録に

ついて 

 

令和５年度から筆甫地区では、隣接する相馬市の病院への通院や
買い物、さらに筆甫地区内での移動を支援するため（一社）筆甫地
区振興連絡協議会において、道路運送法第 79条の２の規定に基づき、
自家用有償運送（交通空白地有償運送）を実施している。 

筆甫地区の住民にとって、欠かせない移動手段であり、今後も本
事業を継続するには登録期間が令和７年３月 31 日で満了したため、
新規で登録する必要があることから協議するもの。（※東北運輸局に
２年間延長の申請を行うもの） 

 
 
(１)筆甫地区～相馬市内への運行(案) 
項目 内容 備考 

運営主体 （一社）筆甫地区振興連絡協議会  

対象者 筆甫地区住民（利用者登録制）  

運行範囲 筆甫地区内～相馬市内の病院等  

使用車両 運営団体所有車 1 台 自家用車 2 台  

運転手 運営団体職員  

料金 １回 1,000 円/片道  

運行日・時間 週１回 １往復 火曜日を想定 

予約方法 地区センターへの電話、または直接予約 前日までの予約 

※相馬市の乗降予定箇所については別紙 1・2 参照 
 
(２)筆甫地区内の運行(案) 
項目 内容 備考 

運営主体 （一社）筆甫地区振興連絡協議会  

対象者 筆甫地区住民  

運行範囲 筆甫地区内（ドア・ツー・ドア）  

使用車両 運営団体所有車 1 台 自家用車 2 台  

運転手 運営団体職員  

料金 １回 100 円/片道  

運行日・時間 月～金曜日 9：00～16：30 当日予約可、随時対応 

予約方法 地区センターへの電話、または直接予約  

 
(３)備考 
運行地域である相馬市及び相馬市の旅客自動車運送事業者より了承済 

 

 資料１  



NO 分野 名称 住所

1 病院 公立相馬総合病院 福島県相馬市新沼坪ケ迫１４２

2 病院 茶畑会　相馬中央病院 福島県相馬市沖ノ内３丁目５−１８

3 病院 羽根田医院 福島県相馬市沖ノ内２丁目１１−１

4 病院 浜通りふれあい診療所 福島県相馬市沖ノ内１丁目２−１０

5 病院 桜ヶ丘さいとう整形外科 福島県相馬市中村桜ヶ丘２０８

6 金融機関 七十七銀行相馬支店 福島県相馬市中村大町７８－１

7 金融機関 福島銀行相馬支店 福島県相馬市中村桜ヶ丘１５０－１

8 小売店 フレスコキクチ相馬店 福島県相馬市中村宇田川町１７

9 小売店 ヨークベニマル相馬店 福島県相馬市中村桜ヶ丘１７１

10 小売店 ヨークベニマル相馬黒木店 福島県相馬市黒木源多田２２－２２

11 小売店 イオン相馬店 福島県相馬市馬場野雨田５１

12 小売店 ダイユーエイト相馬店 福島県相馬市黒木源多田７

13 小売店 カインズ相馬店 福島県相馬市馬場野雨田１３８

別紙１　福島県相馬市乗降場所一覧






